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『ポケット六法』の最新版，平成28年版が，10月 23日に発売されました。
それを記念して，これから，ふだん何げなく使っている法令がどう編集されているのか，
そして『ポケット六法』の特長を，ろけっとぽっぽーとその仲間たちと一緒に紹介します。

本名ロケットホッホー（フクロウ）。成績優秀。夜に調べものが捗るため，つ
いつい夜更かししてしまう。そのため，日中によく寝ていて，ぽっぽーさんに
つっこまれる……という日常を送っている。
いつも多くの本を持ち歩いていて，荷物がたくさん入る
ロケットリュックを背負っている。もちろん『ポケ六』は常時装備！
� 後ろ姿→　　　　　　　　

｢法学教室｣ のコーナーにお邪魔します！
意外に知らない（？）『ポケ六』の魅力をお伝えしますよー！

いつもほんわか癒し系のお嬢さん（ウグイス）。あたたかい場所でひなたぼっ
こするのが大好きで，よく寝る。勉強には自信はないけれど，ぽっぽーさんと
ホッホー博士の掛け合いがおもしろいので，
よく話を聞いている。
� いつも幸せそうに寝る→　　　　　　　　

ろけっとぽっぽー

ホッホー博士

キョーちゃん

『ポケット六法』の活用法
――ろけっとぽっぽーと仲間たち――
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法律はどうやって改正するの？ の巻

読者の皆さま！　新しい『ポケット六法』
（ポケ六）が出ましたが，平成28年版では，

どの法律が改正されているか，ご存じですか？

（ドキッ！　えー……，選挙権のやつ……）

そういうぽっぽーさんは，今年，公職選挙法
が改正されて，18歳以上に選挙権が認めら

れるようになったのは知ってる？
ニュースで見ました！　年齢引下げは70
年ぶりだとか。ビックニュースですねぇ。

だねぇ。（当たってた……。ホッ）

じゃあ，ここで問題！　今回の改正による，
公職選挙法の条文の文言は，どうやって変更

されているでしょうか？
え？（やばい，何きかれてるんだろう……）
えっと，法律を改正する時には「改正後の条

文はこれです！」と，何かで発表されるのでは？

ふふふ。そう言うんじゃないかと思って，今
日は公職選挙法を改正する法律が公布された

日の『官報』＊1） 【A】を持ってきたよ！

かんぽう……？　か，漢方？

『官報』！　ここで『漢方』てどんだけ健康
志向よ。ぽっぽーさん，ここ読んでみて。
えーっと，「第1条，公職選挙法の一部を次
のように改正する。第9条第1項及び第2

項……中「満二十年」を「満十八年」に改める」。
法律の改正は，条文の変えたいところだけを指示
するってことはわかったのですけど，これだけじゃ
結局何が言いたいのか，よくわからない気が……。

（ウトウト……ウトウト……ハッ！）あ，
と，ともかく，法律を改正するための法律

（一部改正法）は，それだけを読んでも何のこと
かサッパリわからない状態だから，今ある条文に，
一部改正法の内容を反映させる（織り込む＊2））

＊1）官報　　法律・政令・条約などの公布や，国の機関の諸報告・資料を公表する国の広報紙。行政機関の休日を除き，毎
日発行されている。ウェブ（https://kanpou.npb.go.jp/）でも閲覧可能。
＊2）改正織込みと改正前・後の規定　　『ポケ六』では，一部改正法令が公布された時点で，その改正を条文に織り込むこ
とを原則としている。そのため，掲載している条文が“現時点で有効な条文”ではない場合もある。“現時点で有効な条文”は，
下記のようにフォローしている。法令データ提供システム（http://law.e-gov.go.jp/）は，更新時点で施行されている法令を掲
載しているため，『ポケ六』の収録条文と内容が異なることがある。

【A】

【B】

織込み作業！

平成 28 年 1 月 2 日 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 4 月 1 日　　　　 （日付は施行日）

改正規定を織込み 旧規定（ウェブサイトに掲載） 改正規定を織込み，改正前の規定を注記 改正規定を織り込まず，改正後の規定を注記
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作業が必要になるんだよ。じゃあ，それはどうや
るのか。特別に，有斐閣六法編集部からこの改正
を織り込んだ台本【B】を借りてきたよ！
おぉー，こうやって見ると変わるところが一
目瞭然！

一部改正法の条文を，もとの条文に織り込む
ことで，初めて意味が通るようになるんだ。

それで，『ポケット六法 平成28年版』で第9
条【C】を確認すると……。

ホントだ！　「満十八年」に変わってる！　
改正の1つひとつが，こうやって織り込ま

れて，見慣れてる条文の姿に生まれ変わるんです
ねぇ。なんか感動。

（細かい作業だなぁ……，作業するひとは，
みんなA型なのかなぁ……）

法律の「公布」と「施行」の巻

今回の公職選挙法の改正で，僕らはもう投票
に行けるって，ちょっと嬉しいなぁ。
（ぽっぽーさんは「18歳以上の日本国民」
なのか……？）いや，それは早とちりだな。

へっ……？　な，なんでー？

法律は公布されただけで効力を持つわけでは
ないんだよ。公布の後，施行されて初めて効

力を持つってこと。さっきの『官報』にある「附
則」＊3）の第1条を読んでみて。
「この法律は，公布の日から起算して1年を
経過した日から施行する」ってことは……。

読んでもらったとおり，公布されたのが6
月19日だから，今はまだ20歳以上の人

にしか選挙権がないんだよ。さらに，附則の第
2条には，施行日後初めて行われる国政選挙の
公示日後に期日を公示・告示される選挙から適用
するとあるから，2016年夏の参院選が，18
歳以上が参加できる初めての選挙になるかな。
なんと！　条文を読むときは，いつから施行
されるのかも要チェックですね＊4）。でもこ

れも，『ポケ六』に書いてあったような……。
一部改正法の附則は，改正が織り込まれた法
律の最後に掲載されてるよ。
（『ポケ六』を確認して）ホントだー！（なん
か，トリビア的で，テンション上がるなぁ……）

ふふふ。これからは附則も見てみるといい
よ。ちなみに附則第11条には，民法の成

年年齢なども検討するよう定められているから，
これから，成年年齢の引下げが本格的に議論され
るだろうね。こっちも要チェックだね。

＊3）本則・附則　　法律には必ず本則（その法律の主体をなす部分）と附則（付随する部分）がある。附則には施行期日の
ほか，経過措置（その法律をスムーズに運用するために必要な規定）などが定められる。『ポケ六』では，それぞれの法令の最
後に，その法令自体の附則は単に「附則」と，一部改正法令の附則は「附則」の下に一部改正法令の公布年月日を入れて掲載し
ている。
＊4）法律の成立日・公布日・施行日　　原則として法律案が衆議院・参議院両院で可決した日を「成立日」，官報に掲載さ

れた日を「公布日」，法律としての効力が生ずる日を「施行日」という。法律は，成立後内閣経由で奏上された日から 30 日以内
に公布しなければならない（国会法 65・66 条）。また，施行日は各法律の附則で定められるのが一般的だが，定めがないときは
公布から 20 日経過日に施行される（法適用通則法 2条）。

編集部員がみんなA型なわけじゃないよ
あと血液型によって性格が決められるかは不確かだよ

トリビアっていうか，知っていて欲しいことだよ
目立たないけど，大事なことだよ，これ

ココ！

【C】
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特長を知れば，『ポケ六』をもっと使いこなせるようになります！
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『ポケット六法』の活用法

1 法令の変遷がわかる！

　施行日や改正の履歴を記しているので，法令の変遷がわかります。
　特に重要な改正は，改正法番号を太字（ゴシック体）で表記しました。
　また，題名が改正された場合は，その改正法番号と改正前の題名を示しているので，テキストや判
決文を読むときに「同じ法律？」「違う法律？」「どの法律？」と迷う心配がありません。

2 目次が充実！

　実は，すべての法令に必ず目次があるわけではありません。
　『ポケ六』では，もともと目次の付いていない法令にも，その法令の編・章・節名などを抜き出し
て編集した目次を付け，見たい条文を検索しやすく，またその法令の全体像を知ることができるよう
にしています。

3 改正条がわかる！

　前年版刊行後に改正された条文には，条名にしるし（傍線）が付いているので，改正の有無が一目
瞭然です。
　改正が「あった」ことだけでなく，改正が「なかった」こともわかるので，前年版で勉強したこと
を学び直す必要があるかないかをチェックすることもできます。

4 詳しい参照条文！

　『ポケ六』の参照条文は，『六法全書』掲載の参照条文をベースにしており，豊富な内容で好評です。
　民法のようなパンデクテン方式の法律は条文相互の関係を知ることがとても重要ですし，民事訴訟
法などは，その条に対応する下級法規のありかを示しているので，探す手間が省けるすぐれものです。

5 便利な事項索引！

　巻末に「総合事項索引」を掲載。索引から条文を引くことで学習の幅がグンと広がります。予習・
復習，テスト対策にぜひ活用してください。

　　【その他の特長】

＊しなやかで開きやすい！
　→　特殊な糊を使って製本しているので，内側にもメモできるほどよく開きます。
＊刊行後の改正情報をフォロー！
　→　「ポケ六通信」に登録すると，刊行後の収録法令の改正情報をメールでお知らせします。
＊『有斐閣六法の使い方・読み方』（非売品）を無料提供！
　→　有斐閣六法の構成や編集，条文の構造などを詳しく解説した小冊子です。『ポケ六』の読者カード
　（挟み込みのはがき）か「ポケ六通信」からお申し込みください。

�

� 次ページでは，平成 28年版の特色をご紹介します。
Next
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ポケット六法 平成28年版

前ページで『ポケット六法』の特長をご紹介しましたが，このコーナーでは平成 28年版の
特色をご紹介したいと思います（下記参照）。
児童福祉法が新採録されたことに「おや？」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょ

うか。国際平和支援法とリベンジポルノ防止法は，平成 27年版の刊行後に公布された新法律ですが，
児童福祉法は昭和 22年に公布された法律です。古くからある法律ですが，読者の方からのご要望にお
応えして，今年から民法の学習に必要な条文を抜粋収録することにしました。
　また，今年は民法と刑事訴訟法の重要改正法案が国会に提出されましたが，成立することなく国会が
閉会し，両法案は継続審査となりました。そこで，改正法案の内容を織り込んだ民法と刑事訴訟法の条
文を収録した別冊を作成。民法については，改正後の新条文に対応した参照条文も付けていますので，
学習にバッチリ利用していただけると思います。
　鮮やかなオレンジ色の『ポケット六法』を，ぜひよろしくお願いいたします。（O）
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【平成 28 年版の特色】

＊主な新収録・新採録法令
・国際平和支援法
・私事性的画像記録の提供等による被害防止法〔リベンジポルノ防止法〕（抄）
・児童福祉法（抜粋）

＊重要改正
個人情報保護法，公職選挙法，裁判員法，道路交通法，自衛隊法，武力攻撃事態法，
PKO 協力法，学校教育法，会社法施行規則，会社計算規則，船主責任制限法，民事
訴訟規則，労働者派遣法，不当景表法，金融商品取引法，特許法，不正競争防止法

＊別冊
9 月に閉会した通常国会に提出され継続審査となった民法改正法案および刑事訴訟法改
正法案の改正規定を織り込んだ条文を掲載

学習 研究 実務 学部 LS 法務法曹

小型六法のトップセラー。民法・刑事訴訟法の重要改正法案を織り込んだ別冊付き！




